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記載例 

いつも行っていることを思い出して書いてください． 

 

   

いつ 受け入れ時

ど のよ う に
書類記載内容と 狩猟個体の目視確認（ 項目はガイ ド ラ イ ン 第3
（ 6） な ど

問題が
あっ たと き

廃棄

いつ 始業時

ど のよ う に
温度計で 庫内温度を 確認する （ 冷蔵は10℃以下、 冷凍は-15℃
以下）

問題が
あっ たと き

冷蔵庫、 冷凍庫の温度が10℃を 超え て いた場合、 枝肉等の芯
温を 計測し 、 10℃を 超え て いた場合は使用し な い
冷凍庫が-15℃～10℃にな っ て し ま っ た食肉は使用で き る か否
か、 用途変更も 含めて 判断する
異常の原因を 確認、 設定温度の再調整（ 冷蔵は10℃以下、 冷
凍は-15℃以下）
故障の場合は修理を 依頼

いつ 作業中

ど のよ う に

衛生作業手順を 確認する
1頭ご と に消毒（ 83℃以上の温湯によ る 消毒） 、 ま た、 汚染が
認めら れたら 、 その都度、 洗浄、 消毒する
1頭ご と に手洗い。 汚染が認めら れたら 、 その都度、 手洗いを
する

問題が
あっ たと き

作業手順ど おり に実施さ れて いな い食肉は使用し な い
汚染部位を ト リ ミ ン グを 実施し 、 使用する
衛生作業手順書ど おり 実施さ せる

いつ 作業中と 使用後

ど のよ う に
１ 頭ご と に消毒（ 83℃以上の温湯によ る 消毒） 、 ま た、 汚染
が認めら れたら 、 その都度、 洗浄、 消毒する

問題が
あっ たと き

作業手順ど おり に実施さ れて いな い食肉は使用し な い
汚染部位を ト リ ミ ン グを 実施し 、 使用する
衛生作業手順書ど おり 実施さ せる

いつ 始業前

ど のよ う に ト イ レ の洗浄、 消毒を 行う

問題が
あっ たと き

ト イ レ が汚れて いた場合は、 再度洗浄し 、 消毒する

いつ 始業前と 作業中

ど のよ う に 作業員の体調、 手の傷の有無、 着衣等の確認を 行う

問題が
あっ たと き

消化器症状がある 場合は解体・ 加工作業に従事さ せな い
手に傷がある 場合は、 絆創膏を つけた上から 使い捨て 手袋を
着用さ せる
汚れた作業着は交換さ せる

いつ
ト イ レ の後、 解体作業前、 カ ッ ト 作業の前、 作業内容変更
時、 清掃を 行っ た後、 手が汚染さ れた後

ど のよ う に 衛生的な 手洗いを 実施

問題が
あっ たと き

作業中に従業員が必要な と こ ろ で 、 手を 洗っ て いな いこ と を
確認し たら 、 すぐ に手洗いを 実施さ せる

③-3
ト イ レ の洗
浄・ 消毒

④-1

従業員の健康
管理・ 衛生的
作業着の着用
な ど

④-2
衛生的な 手洗
いの実施

②
冷蔵・ 冷凍庫
の温度の確認

③-1
交差汚染・ 二
次汚染の防止

③-2
器具等の洗
浄・ 消毒・ 殺
菌

①
狩猟個体の受
入れの確認

一般的衛生管理のポイ ン ト


